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(57)【要約】
【課題】着脱容易な簡単な構造で、サッシと網戸との隙
間から屋内への虫の侵入を防止することができる。
【解決手段】建物のサッシ３０に組み付けられた網戸１
の網材１０に着脱可能に設けられ、網材１０における中
央縦枠１３Ａ寄りに配置され、網戸１の上枠と下枠との
間で上下方向Ｘ３に延在するとともに、網材１０から屋
内側に向けて突出するブラシ２１と、ブラシ２１を網材
１０に対して網戸１の屋外側から固定するブラシ支持部
２２と、を備え、面ファスナーの機能をもったブラシ２
１とブラシ支持部２２との間に網材１０を介在させた状
態で双方の面で係止可能な構成の虫侵入防止部材を提供
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物のサッシに組み付けられた網戸の網材に着脱可能に設けられる網戸用の虫侵入防止
部材であって、
　前記サッシのうち閉じた屋外側サッシの外側に配置させた状態における、前記屋外側サ
ッシの召し合わせ框に対向する中央縦枠寄りの前記網材に配置され、上枠と下枠との間で
上下方向に延在するとともに、前記網材から屋内側に向けて突出する突出部材と、
　前記突出部材を前記網材に対して前記網戸の屋外側から固定する支持部材と、
　を備えていることを特徴とする網戸用の虫侵入防止部材。
【請求項２】
　前記突出部材の屋外側には第１係止部が設けられ、
　前記支持部材には、前記第１係止部に対して前記網材の屋外側から係止される第２係止
部が設けられ、
　前記第１係止部と前記第２係止部とは、双方の間に前記網材を介在した状態で係止可能
に設けられていることを特徴とする請求項１に記載の網戸用の虫侵入防止部材。
【請求項３】
　前記支持部材は、前記中央縦枠の屋外側面に着脱可能に固定される枠固着部と、前記枠
固着部から前記網材側に突出し、前記突出部材を固着させた保持部材と、を有し、
　前記保持部材に固着された前記突出部材は、前記網材の網目を通過可能に設けられてい
ることを特徴とする請求項１に記載の網戸用の虫侵入防止部材。
【請求項４】
　前記支持部材は、弾性変形可能な部材により形成されていることを特徴とする請求項３
に記載の網戸用の虫侵入防止部材。
【請求項５】
　前記支持部材の前記枠固着部には、前記中央縦枠の屋外側面との間に介在される付勢部
材が設けられていることを特徴とする請求項３又は４に記載の網戸用の虫侵入防止部材。
【請求項６】
　前記突出部材の突出長は、前記突出部材を前記網材に固定した状態で、前記突出部材の
先端位置が前記屋外側サッシのガラス面との間で１ｍｍ以下の隙間を有する長さ寸法であ
ることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の網戸用の虫侵入防止部材。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の虫侵入防止部材を前記網戸の網材に備えたこと
を特徴とする虫侵入防止網戸。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、網戸用の虫侵入防止部材および虫侵入防止網戸に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建物のサッシに組み付けられた網戸では、前記サッシのうち閉じた屋外側サッシ
の外側に配置させた状態において、屋外側サッシの召し合わせ框に対向する中央縦枠の屋
内側面にゴム材や発泡樹脂製の封止材が上下方向の全体にわたって設けられている（例え
ば、特許文献１参照）。
　このように網戸に封止材を設けることで、屋外側サッシを全開にしたときにサッシ枠側
に位置する縦框の屋外面と閉じた網戸の中央縦枠とが左右方向に重なっているときには、
中央縦枠の封止材が縦框の屋外面に密接した状態となり、網戸とサッシとの隙間がなくな
り、この隙間からの屋内への虫の侵入が防止される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開平１１－３２４５３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の網戸では、以下のような問題があった。
　すなわち、屋外側サッシを半開にしたときには、サッシ枠側に位置する縦框の屋外面と
閉じた網戸の中央縦枠とが左右方向に重ならずにずれた位置となり、網戸の中央縦枠が屋
外側サッシのガラス面に対向した位置となる。つまり、中央縦枠の封止材は屋外側サッシ
のガラス面との間に隙間が生じてしまい、この隙間を通じて屋外から屋内に虫が侵入する
こととなるため、その点で改善の余地があった。
【０００５】
　本発明は、上述する問題点に鑑みてなされたもので、着脱容易な簡単な構造で、サッシ
と網戸との隙間から屋内への虫の侵入を防止することができる網戸用の虫侵入防止部材お
よび虫侵入防止網戸を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明に係る網戸用の虫侵入防止部材は、建物のサッシに組
み付けられた網戸の網材に着脱可能に設けられる網戸用の虫侵入防止部材であって、前記
サッシのうち閉じた屋外側サッシの外側に配置させた状態における、前記屋外側サッシの
召し合わせ框に対向する中央縦枠寄りの前記網材に配置され、上枠と下枠との間で上下方
向に延在するとともに、前記網材から屋内側に向けて突出する突出部材と、前記突出部材
を前記網材に対して前記網戸の屋外側から固定する支持部材と、を備えていることを特徴
としている。
【０００７】
　また、本発明に係る虫侵入防止網戸は、上述した虫侵入防止部材を前記網戸の網材に備
えたことを特徴としている。
【０００８】
　本発明では、支持部材によって突出部材を網材に対して網戸の屋外側から固定すること
で、網材の中央縦枠寄りの位置において屋内側に突出する突出部材を設けることができる
。このように突出部材が網材の中央縦枠寄りの位置に設けられているので、屋外側サッシ
を半開にした際に、網戸の中央縦枠が屋外側サッシのガラス面に対向した位置となるが、
突出部材が屋外側サッシのガラス面に近接あるいは接触させることができる。すなわち、
屋外側サッシが半開の状態であっても、網戸と屋外側サッシのガラス面との間に隙間が生
じることがなくなり、屋外から屋内に虫が侵入することを防止できる。
　また、突出部材が網材に対して支持部材によって着脱可能な簡単な構造となるので、既
存の網戸に対しても容易に着脱することができる。
【０００９】
　また、本発明に係る網戸用の虫侵入防止部材は、前記突出部材の屋外側には第１係止部
が設けられ、前記支持部材には、前記第１係止部に対して前記網材の屋外側から係止され
る第２係止部が設けられ、前記第１係止部と前記第２係止部とは、双方の間に前記網材を
介在した状態で係止可能に設けられていることを特徴としていてもよい。
【００１０】
　本発明では、突出部材の第１係止部と支持部材の第２係止部とを網材を介在させた状態
で係止することで、網材の中央縦枠寄りの位置において屋内側に突出する突出部材を設け
ることができる。この場合には、突出部材と支持部材の係止部同士を係止させるだけの簡
単な固定構造となり、しかも網材に対して直接固定できるので、突出部材を安定した姿勢
で保持することができる。
【００１１】
　また、本発明に係る網戸用の虫侵入防止部材は、前記支持部材は、前記中央縦枠の屋外
側面に着脱可能に固定される枠固着部と、前記枠固着部から前記網材側に突出し、前記突
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出部材を固着させた保持部材と、を有し、前記保持部材に固着された前記突出部材は、前
記網材の網目を通過可能に設けられていることが好ましい。
【００１２】
　本発明では、保持部材に突出部材を固着させた支持部材の枠固着部を、網戸の中央縦枠
の屋外側面に固定し、このとき突出部材を網材の網目を通過させた状態で設けることで、
網材の中央縦枠寄りの位置において屋内側に突出する突出部材を設けることができる。
　この場合には、突出部材付きの支持部材の枠固着部を網戸の中央縦枠に対して着脱可能
に固着させるだけの簡単な固定構造となるので、既存の網戸に対しても容易に着脱するこ
とができる。
【００１３】
　また、本発明に係る網戸用の虫侵入防止部材は、前記支持部材は、弾性変形可能な部材
により形成されていることが好ましい。
【００１４】
　本発明では、屋外側サッシで網戸側に張り出した縦枠が網戸の突出部材部分を通過する
際に、突出部材が縦枠よって屋外側に押し出され、突出部材とともに支持部材が弾性変形
する。つまり、支持部材は、枠固着部を基点として保持部材が屋外側に変位するように湾
曲することになる。これにより、屋外側サッシの開閉時において、突出部材が屋外側サッ
シの縦枠に接触することによる損傷を小さく抑えることができ、突出部材を長期的に維持
することができる。
【００１５】
　また、本発明に係る網戸用の虫侵入防止部材は、前記支持部材の前記枠固着部には、前
記中央縦枠の屋外側面との間に介在される付勢部材が設けられていることを特徴としても
よい。
【００１６】
　本発明では、屋外側サッシで網戸側に張り出した縦枠が網戸の突出部材部分を通過する
際に、突出部材が縦枠よって屋外側に押し出され、支持部材の保持部材が突出部材ととも
に付勢部材によって枠固着部を基点として保持部材が屋外側に変位する。これにより、屋
外側サッシの開閉時において、突出部材が屋外側サッシの縦枠に接触することによる損傷
を小さく抑えることができ、突出部材を長期的に維持することができる。
【００１７】
　また、本発明に係る網戸用の虫侵入防止部材は、前記突出部材の突出長は、前記突出部
材を前記網材に固定した状態で、前記突出部材の先端位置が前記屋外側サッシのガラス面
との間で１ｍｍ以下の隙間を有する長さ寸法であることが好ましい。
【００１８】
　本発明では、屋外側サッシのガラス面との間で虫の通過が困難な１ｍｍ以下の隙間とな
るように突出部材を網戸に設けることができる。そして、屋外側サッシの開閉時にも突出
部材が直接、ガラス面に接触することがないので、突出部材の損傷を小さく抑えることが
でき、突出部材を長期的に維持することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の網戸用の虫侵入防止部材および虫侵入防止網戸によれば、着脱容易な簡単な構
造で、サッシと網戸との隙間から屋内への虫の侵入を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１の実施の形態による網戸を備えたサッシの構成を示す水平断面図で
あって、サッシを閉じた状態の図である。
【図２】図１に示すサッシの構成を示す水平断面図であって、屋外側サッシを半開した状
態の図である。
【図３】虫侵入防止部材を取り付けた網戸を屋内側から見た正面図である。
【図４】虫侵入防止部材を網材に取り付ける状態を示す部分斜視図である。
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【図５】虫侵入防止部材を網戸に取り付ける手順を示す水平断面図であって、（ａ）は取
り付ける前の図、（ｂ）は取り付け後の図である。
【図６】第２の実施の形態による虫侵入防止部材を網戸に取り付けた状態を示す水平断面
図であって、（ａ）はブラシをサッシのガラスに対向する位置に配置した状態の図、（ｂ
）はブラシがサッシの縦框を通過するときの状態を示した図である。
【図７】第１変形例による虫侵入防止部材を網戸に取り付けた状態を示す水平断面図であ
る。
【図８】第２変形例による虫侵入防止部材を網材に取り付ける状態を示す部分斜視図であ
って、図４に対応する図である。
【図９】第３変形例による虫侵入防止部材を網材に取り付ける状態を示す部分斜視図であ
って、図４に対応する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態による網戸用の虫侵入防止部材および虫侵入防止網戸につい
て、図面に基づいて説明する。
【００２２】
（第１の実施の形態）
　図１及び図２に示すように、本実施の形態による虫侵入防止網戸（以下、単に網戸１と
いう）は、網材１０に対して着脱可能な虫侵入防止部材２を設けた構成となっている。
【００２３】
　網戸１は、建物の窓３のサッシ３０に組み付けられている。窓３は、建物の開口部に四
角形枠状に形成された枠体３１と、枠体３１に対して左右にスライド可能に設けられた一
対のサッシ３０（３０Ａ、３０Ｂ）と、を備えている。
　ここで、以下の説明では、屋外側と屋内側とを結ぶ方向を屋内外方向Ｘ１とし、サッシ
３０Ａ、３０Ｂがスライドする方向を左右方向Ｘ２とする。
【００２４】
　一対のサッシ３０Ａ、３０Ｂは、枠体３１の屋外側及び屋内側にそれぞれ設けられてお
り、双方のサッシ３０Ａ、３０Ｂを閉じた状態で枠体３１内を閉塞する。これら一対のサ
ッシ３０Ａ、３０Ｂのうち、屋外側に位置するサッシを屋外側サッシ３０Ａとし、屋内側
に位置するサッシを屋内側サッシ３０Ｂとする。
　サッシ３０Ａ、３０Ｂは、左右方向Ｘ２に延在する上框及び下框（図示省略）と、上框
の両端部と下框の両端部とをそれぞれ連結し上下方向に延在する一対の縦框３２と、これ
ら上框、下框及び一対の縦框３２に囲まれた部分に嵌め込まれたガラス３３と、を有して
いる。一対の縦框３２は、サッシ３０Ａ、３０Ｂを閉じた状態で、左右方向Ｘ２で中央に
位置する召し合わせ框３２Ａとし、左右方向Ｘ２で枠体３１側に位置する縦框３２Ｂと、
からなる。
【００２５】
　網戸１は、図３に示すように、左右方向Ｘ２に延在する上枠１１及び下枠１２と、上枠
１１の両端部と下枠１２の両端部とをそれぞれ連結し上下方向Ｘ３に延在する一対の縦枠
１３Ａ、１３Ｂと、これら上枠１１、下枠１２及び一対の縦枠１３Ａ、１３Ｂに囲まれた
部分に張設された網材１０と、を有している。
　ここで、本実施の形態では、一対の縦枠１３Ａ、１３Ｂのうち閉じた屋外側サッシ３０
Ａの外側に重なるように網戸１を配置させた状態のときに、屋外側サッシ３０Ａの召し合
わせ框３２Ａに対向する縦枠を中央縦枠１３Ａとし、他方の縦枠を側方縦枠１３Ｂとする
。
【００２６】
　中央縦枠１３Ａ及び側方縦枠１３Ｂの屋内側面１３ｂには、ゴム材や発泡樹脂製の封止
材１４が上下方向の全体にわたって設けられている。封止材１４は、屋外側サッシ３０Ａ
を全開にしたときには、召し合わせ框３２Ａの屋外面３２ａと閉じた網戸１の中央縦枠１
３Ａとが左右方向に重なるので、召し合わせ框３２Ａの屋外面３２ａに密接した状態とな
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り、網戸１とサッシ３０との隙間がなくなり、この隙間からの屋内への虫の侵入が防止さ
れるようになっている。
【００２７】
　次に、網戸１に着脱可能に装着される虫侵入防止部材２の構成について、詳細に説明す
る。
　図３に示すように、虫侵入防止部材２は、網材１０における中央縦枠１３Ａ寄りに配置
され、網戸１の上枠１１と下枠１２との間で上下方向Ｘ３に延在するとともに、網材１０
から屋内側に向けて突出するブラシ２１（突出部材）と、ブラシ２１を網材１０に対して
網戸１の屋外側から固定するブラシ支持部２２（支持部材）と、を備えている。
　虫侵入防止部材２は、いわゆる面ファスナーの機能をもったブラシ２１とブラシ支持部
２２との間に網材１０を介在させた状態で双方の面で係止可能な構成となっている。
【００２８】
　ブラシ２１は、図４及び図５（ａ）に示すように、長尺で布製の面材２３の屋内側の一
方面（屋内側面２３ａ）の全体にわたって面材２３の面に対して垂設されるように固着さ
れている。面材２３の他方面（屋外側面２３ｂ）には、ループ状に密集して起毛された第
１ファスナー部２３Ａ（第１係止部）が形成されている。
　ブラシ２１の素材として、例えばプラスチック、毛、ゴム等の部材を採用することがで
きる。また、ブラシ２１の特性としては、曲げによる復元力が大きく、柔らかい材質のも
のが好適である。
【００２９】
　ブラシ２１の突出長Ｈは、図５（ｂ）に示すように、ブラシ２１を網材１０に固定した
状態で、ブラシ２１の先端２１ａが屋外側サッシ３０Ａのガラス３３の外面３３ａとの間
で１ｍｍ以下の隙間Ｓを有する長さ寸法に設定されている（図４参照）。
【００３０】
　そして、ブラシ２１は、面材２３に固着された状態で一方向に延びる帯状の部材であり
、長さ方向に巻き付け可能である。すなわち、ブラシ２１は、所定長さで巻かれた状態と
され、網戸１に取り付ける長さ分に切断して使用することが可能である。
【００３１】
　ブラシ支持部２２は、長尺で布製をなし、一方面２２ａに長さ方向の全体にわたってフ
ック状に起毛され、屋内側ファスナー部２３Ａのループ状の起毛に貼り付くように係止す
る屋外側ファスナー部２２Ａ（第２係止部）が形成されている。屋外側ファスナー部２２
Ａは、ブラシ２１の屋内側ファスナー部２３Ａに対して押し付けることで網材１０の屋外
側から貼り付けた状態で係止される。
【００３２】
　そして、ブラシ支持部２２は、一方向に延びる帯状の部材であり、長さ方向に巻き付け
可能である。すなわち、ブラシ支持部２２は、所定長さで巻かれた状態とされ、網戸１に
取り付ける長さ分に切断して使用することが可能である。なお、ブラシ２１を有する面材
２３とブラシ支持部２２とを、それぞれの屋内側ファスナー部２３Ａと屋外側ファスナー
部２２Ａとで貼り合せて巻いた状態としてもよい。
【００３３】
　次に、上述した虫侵入防止部材２を網戸１に取り付ける方法と、虫侵入防止部材２およ
び虫侵入防止網戸（網戸１）の作用について、図面に基づいて具体的に説明する。
　図５（ａ）、（ｂ）に示すように、本実施の形態では、ブラシ支持部２２によってブラ
シ２１を網材１０に対して網戸１の屋外側から固定することで、網材１０の中央縦枠１３
Ａ寄りの位置において屋内側に突出するブラシ２１を設けることができる。
【００３４】
　このようにブラシ２１が網材１０の中央縦枠１３Ａ寄りの位置に設けられているので、
屋外側サッシ３０Ａを半開にした際に、網戸１の中央縦枠１３Ａが屋外側サッシ３０Ａの
ガラス面３３ａに対向した位置となるが、ブラシ２１が屋外側サッシ３０Ａのガラス面３
３ａに近接あるいは接触させることができる。すなわち、屋外側サッシ３０Ａが半開の状
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態であっても、網戸１と屋外側サッシ２０Ａのガラス面３３ａとの間に隙間が生じること
がなくなり、屋外から屋内に虫が侵入することを防止できる。
　また、ブラシ２１が網材１０に対してブラシ支持部２２によって着脱可能な簡単な構造
となるので、既存の網戸に対しても容易に着脱することができる。
【００３５】
　また、本実施の形態では、ブラシ２１の屋内側ファスナー部２３Ａとブラシ支持部２２
の屋外側ファスナー部２２Ａとを網材１０を介在させた状態で係止することで、網材１０
の中央縦枠１３Ａ寄りの位置において屋内側に突出するブラシ２１を設けることができる
。この場合には、ブラシ２１とブラシ支持部２２のファスナー部２２Ａ、２３Ａ同士を係
止させるだけの簡単な固定構造となり、しかも網材１０に対して直接固定できるので、ブ
ラシ２１を安定した姿勢で保持することができる。
【００３６】
　また、本実施の形態では、屋外側サッシ３０Ａのガラス面３３ａとの間で虫の通過が困
難な１ｍｍ以下の隙間となるようにブラシ２１を網戸１０に設けることができる。そして
、屋外側サッシ３０Ａの開閉時にもブラシ２１が直接、ガラス面３３ａに接触することが
ないので、ブラシ２１の損傷を小さく抑えることができ、ブラシ２１を長期的に維持する
ことができる。
【００３７】
　上述のように本実施の形態による網戸用の虫侵入防止部材および虫侵入防止網戸では、
着脱容易な簡単な構造で、サッシ３０と網戸１との隙間から屋内への虫の侵入を防止する
ことができる。
【００３８】
（第２の実施の形態）
　次に、第２の実施の形態による網戸用の虫侵入防止部材２Ａについて図面を用いて説明
する。
　図６（ａ）、（ｂ）に示すように、本第２の実施の形態による虫侵入防止部材２Ａは、
網材１０における中央縦枠１３Ａ寄りに配置され、網戸１の上枠１１と下枠１２との間で
上下方向Ｘ３に延在するとともに、網材１０から屋内側に向けて突出するブラシ２４（突
出部材）と、ブラシ２１を網材１０に対して網戸１の屋外側から固定するブラシ支持部２
５（支持部材）と、を備えている。
【００３９】
　第２の実施の形態によるブラシ支持部２５は、網戸１の中央縦枠１３Ａの屋外側面１３
ａに着脱可能に固定される枠固着部２５Ａと、枠固着部２５Ａから網材１０側に突出し、
ブラシ２４を固着させたブラシ保持部２５Ｂ（保持部材）と、を有している。
【００４０】
　ブラシ保持部２５Ｂに固着されたブラシ２４は、上述した第１の実施の形態の虫侵入防
止部材２のブラシ２１と同様の素材からなり、網材１０の網目を通過可能な太さに設定さ
れている。
【００４１】
　ブラシ支持部２５は、例えば、ゴム、金属、アルミ等の非金属、プラスチック等の弾性
変形可能な部材により形成され、図６（ｂ）に示すように、枠固着部２５Ａを基点として
ブラシ２４を固定したブラシ保持部２５Ｂが屋内外方向Ｘ１に弾性変形するように構成さ
れている。
　ブラシ支持部２５の枠固着部２５Ａは、例えば両面接着テープ、接着剤、ねじ等の固定
手段２５Ｃによって網戸１の中央縦枠１３Ａに着脱可能に固定される。
【００４２】
　本実施の形態の虫侵入防止部材２Ａは、ブラシ２４がブラシ支持部２５とともに、網材
１０の屋外側から網材１０の網目を通過させることで、網材１０から屋内側に向けて突出
させた状態で網戸１に取り付けられる。
【００４３】
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　第２の実施の形態による虫侵入防止部材２Ａでは、図６（ａ）に示すように、ブラシ保
持部２５Ｂにブラシ２４を固着させたブラシ支持部２５の枠固着部２５Ａを、網戸１の中
央縦枠１３Ａの屋外側面１３ａに固定し、このときブラシ２４を網材１０の網目を通過さ
せた状態で設けることで、網材１０の中央縦枠１３Ａ寄りの位置において屋内側に突出す
るブラシ２４を設けることができる。
　この場合には、ブラシ付きのブラシ支持部２５の枠固着部２５Ａを網戸１の中央縦枠１
３Ａに対して着脱可能に固着させるだけの簡単な固定構造となるので、既存の網戸に対し
ても容易に着脱することができる。
【００４４】
　また、本実施の形態では、図６（ｂ）に示すように、屋外側サッシ３０Ａで網戸１側に
張り出した縦枠３２Ｂが網戸１のブラシ２４の部分を通過する際に、ブラシ２４が縦枠３
２Ｂよって屋外側に押し出され、ブラシ２４とともにブラシ支持部２５が弾性変形する。
つまり、ブラシ支持部２５は、枠固着部２５Ａを基点としてブラシ保持部２５Ｂが屋外側
に変位するように湾曲することになる。これにより、屋外側サッシ３０Ａの開閉時におい
て、ブラシ２４が屋外側サッシ３０Ａの縦枠３２Ｂに接触することによる損傷を小さく抑
えることができ、ブラシ２４を長期的に維持することができる。
【００４５】
　以上、本発明による網戸用の虫侵入防止部材および虫侵入防止網戸の実施の形態につい
て説明したが、本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱し
ない範囲で適宜変更可能である。
【００４６】
　例えば、本第１の実施の形態では、ブラシ２１の屋外側に屋内側ファスナー部２３Ａを
設け、ブラシ支持部２２に屋内側ファスナー部２３Ａに対して網材１０の屋外側から係止
される屋外側ファスナー部２２Ａを設けた構成としているが、このような面ファスナーの
機能をもった係止部であることに限定されることはなく、他の係止部を採用することも可
能である。
【００４７】
　また、上述した第２の実施の形態ではブラシ支持部２５が弾性変形可能な部材から形成
されたものとしているが、弾性変形しない部材のものであってもかまわない。
　弾性変形しないブラシ支持部を採用する場合の変形例（第１変形例）として、例えば図
７に示す虫侵入防止部材２Ｂように、ブラシ支持部２５の枠固着部２５Ａに、中央縦枠１
３Ａの屋外側面１３ａとの間に介在されるばね部材２６（付勢部材）を設けた構成とする
ことも可能である。
【００４８】
　第１変形例の場合には、屋外側サッシ３０Ａで網戸１側に張り出した縦枠３２Ｂが網戸
１のブラシ２４を通過する際に、ブラシ２４が縦枠３２Ｂよって屋外側に押し出され、ブ
ラシ支持部２２のブラシ保持部２５Ｂがブラシ２４とともにばね部材２６によって枠固着
部２５Ａを基点として屋外側に変位する。これにより、屋外側サッシ３０Ａの開閉時にお
いて、ブラシ２４が屋外側サッシ３０Ａの縦枠３２Ｂに接触することによる損傷を小さく
抑えることができ、ブラシ２４を長期的に維持することができる。
　また、ブラシ２４の幅寸法Ｄ（図７で上方から見て左右方向Ｘ２の長さ寸法）は、狭い
ほど好ましい。
【００４９】
　さらに、本実施の形態では、ブラシ２１、２４（突出部材）の突出長として、先端２１
ａ、２４ａが屋外側サッシ３０Ａのガラス３３の外面３３ａとの間で１ｍｍ以下の隙間Ｓ
を有する長さ寸法に設定されているが、隙間Ｓが無い長さ寸法、或いは先端がサッシのガ
ラス面に接触する長さ寸法に設定されていてもよい。
　すなわち、網戸１及びサッシ３０の開閉の動作に問題がなければ、上記の隙間Ｓを設け
なくてもかまわない。
【００５０】
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　さらにまた、上述した第１の実施の形態、及び第２の実施の形態では、虫侵入防止部材
２のブラシ２１、２４を採用しているが、このようなブラシ形状に限定されることはなく
、他の形状の部材を用いることも可能である。
　例えば、図８に示す第２変形例では、虫侵入防止部材２の面材２３の屋内側面２３ａに
ヘラ板２７を設けた構成となっている。ヘラ板２７は、ゴム製、プラスチック製などの薄
平板形状をなし、面材２３の屋内側面２３ａに対して垂設した状態で上下方向に延在して
いる。ヘラ板２７の突出先端２７ａは、先細り形状で形成されている。ヘラ板２７の屋内
側面２３ａからの突出長は、第１の実施の形態と同様に、屋外側サッシのガラスの外面と
の間で１ｍｍ以下の隙間を有する長さ寸法に設定されている（図５（ｂ）参照）。
【００５１】
　また、図９に示す第３変形例では、虫侵入防止部材２の面材２３に設けられる突出部材
として、上述した第２変形例のヘラ板２７の形状を変えた構成の鋸刃板２７Ａを採用した
ものである。鋸刃板２７Ａの突出先端２７ａは、先細り形状で形成され、上下方向に一定
の間隔をあけて複数の凹部２７ｂ、２７ｂ、…が形成された鋸刃状に形成されている。鋸
刃板２７Ａの屋内側面２３ａからの突出長は、第２変形例と同様に、屋外側サッシのガラ
スの外面との間で１ｍｍ以下の隙間を有する長さ寸法に設定されている（図５（ｂ）参照
）。また、凹部２７ｂの巾寸法（上下方向の寸法）は、例えば１ｍｍ以下とすることが好
ましく、これにより凹部２７ｂ内における虫の通過を抑制することが可能となる。第３変
形例では、第２変形例のように凹部を有しない突出先端２７ａが直線状に延びるヘラ板２
７に比べて突出先端２７ａの摩擦を低減することができる。
【００５２】
　さらに、虫侵入防止部材は、上述した実施の形態のように既存の網戸に対して後付けに
より取り付けるものに限定されることはなく、新設の網戸に対して予め取り付けておくこ
とも勿論可能である。
【００５３】
　その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、上記した実施の形態における構成要素を周
知の構成要素に置き換えることは適宜可能である。
【符号の説明】
【００５４】
　１　網戸（虫侵入防止網戸）
　２、２Ａ、２Ｂ　虫侵入防止部材
　３　窓
　１０　網材
　１３Ａ　中央縦枠
　１３ａ　屋外側面
　２１、２４　ブラシ（突出部材）
　２２、２５　ブラシ支持部（支持部材）
　２２Ａ　屋外側ファスナー部（第２係止部）
　２３　面材
　２３Ａ　屋内側ファスナー部（第１係止部）
　２５Ａ　枠固着部
　２５Ｂ　ブラシ保持部（保持部材）
　２６　ばね部材（付勢部材）
　２７　ヘラ板（突出部材）
　２７Ａ　鋸刃板（突出部材）
　２７ａ　突出先端
　２７ｂ　凹部
　３０　サッシ
　３０Ａ　屋外側サッシ
　３０Ｂ　屋内側サッシ
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　３１　枠体
　３２Ａ　召し合わせ框
　３２ｂ　縦框
　３３　ガラス
　３３ａ　ガラス面
　Ｘ１　屋内外方向
　Ｘ２　左右方向
　Ｘ３　上下方向

【図１】 【図２】
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